
平成２８年 第３回 
本別町議会臨時会会議録 

 
 
 
 
 
 

自 平成２８年 ８月１０日  
至 平成２８年 ８月１０日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本  別  町  議  会  

 

写  



- 1 - 
 

平成２８年本別町議会第３回臨時会会議録 

平成２８年８月１０日（水曜日） 午前１０時００分開会 
──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 
日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  （産業厚生常任委員会委員長報告） 

陳情第１号 西仙美里自治会内１２号線道路の拡幅、道路

基盤整備、歩道及び道路側溝付随工事付きにて舗装を求め

る陳情 

日程第 ５  常任委員の選任 １ 

日程第 ６  常任委員の選任 ２ 

日程第 ７  議会運営委員の選任 

日程第 ８  諸般の報告 

日程第 ９ 議案第５３号 平成２８年度本別町一般会計補正予算（第７回）について 

日程第１０ 議案第５４号 町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事請負契約について 

日程第１１ 議案第５５号 本別町公共下水道終末処理場機器更新工事第１工区請負契

約について 

日程第１２ 議案第５６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第１３ 議案第５７号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て 

日程第１４  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

           （閉会中の継続調査申出書） 

日程第１５  議員派遣の件 

──────────────────────────────────────────── 
○会議に付した事件 
日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  （産業厚生常任委員会委員長報告） 

陳情第１号 西仙美里自治会内１２号線道路の拡幅、道路

基盤整備、歩道及び道路側溝付随工事付きにて舗装を求め

る陳情 

日程第 ５  常任委員の選任１ 
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追加日程第１  議長の常任委員辞任の件 

日程第 ６  常任委員の選任２ 

日程第 ７  議会運営委員の選任 

日程第 ８  諸般の報告 

日程第 ９ 議案第５３号 平成２８年度本別町一般会計補正予算（第７回）について 

日程第１０ 議案第５４号 町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事請負契約について 

日程第１１ 議案第５５号 本別町公共下水道終末処理場機器更新工事第１工区請負契

約について 

日程第１２ 議案第５６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第１３ 議案第５７号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て 

日程第１４  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

           （閉会中の継続調査申出書） 

日程第１５  議員派遣の件 

──────────────────────────────────────────── 
○出席議員（１２名） 
議 長 １２番 方 川 一 郎 君 副議長 １１番 林 武 君 
 １番 矢 部 隆 之 君  ２番 藤 田 直 美 君 
 ３番 篠 原 義 彦 君  ４番 大 住 啓 一 君 
 ５番 山   西   二三夫 君  ６番 黒 山 久 男 君 
 ７番 小笠原 良 美 君  ８番 方 川 英 一 君 
 ９番 高 橋 利 勝 君  １０番 阿 保 静 夫 君 
──────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 
──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 
町 長 髙 橋 正 夫  君 副 町 長 砂 原  勝  君

会 計 管 理 者 毛 利 俊 夫  君 総 務 課 長 大和田   収  君

農 林 課 長 菊 地  敦  君 保 健 福 祉 課 長 村 本 信 幸  君

子ども未来課長 大 橋 堅 次  君 建 設 水 道 課 長 大 槻 康 有  君

総 務 課 長 補 佐 三 品 正 哉  君 教 育 長 中 野 博 文  君

──────────────────────────────────────────── 
○職務のため議場に出席した者の職氏名 
事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 君  総務担当副主査 塚 谷 直 人 君 
総 務 担 当 主 事 弓 削 仁 美 君    
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開会宣告（午前１０時００分） 
──────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告 
○議長（方川一郎君） ただいまから、平成２８年第３回本別町議会臨時会を開会します。 
──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 
○議長（方川一郎君） これから、本日の会議を開きます。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（方川一郎君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、小笠原良美君、黒山久男君、

及び矢部隆之君を指名します。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 
○議長（方川一郎君） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行います。 

 議会運営委員長小笠原良美君、御登壇ください。 
○議会運営委員長（小笠原良美君）〔登壇〕 報告いたします。 
 平成２８年６月１６日、第２回定例会において閉会中の調査付託を受けた議会の会期、

日程等の議会運営に関する事項について報告いたします。 
 議会運営に関する事項。まず会期について申し上げます。 
 本臨時会の会期は、本日８月１０日の１日間とするよう予定をいたしました。 
 次に、委員会構成の取り扱いについて申し上げます。 
 改選期を迎えました、総務、産業厚生、広報広聴常任委員、議会運営委員について、本

日、その選任の取り運びを予定いたしました。 
 以上、報告といたします。 

○議長（方川一郎君） これで、報告済みといたします。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件 
○議長（方川一郎君） 日程第３ 会期決定の件を議題とします。 
 お諮りします。 
 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は、本日１日間に決定いたしました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 陳情第１号 
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○議長（方川一郎君） 日程第４ 陳情第１号西仙美里自治会内１２号線道路の拡幅、道

路基盤整備、歩道及び道路側溝付随工事付きにて舗装を求める陳情についてを議題としま

す。 
 本案について、委員長の報告を求めます。 
 産業厚生常任委員長方川英一君、御登壇ください。 
○産業厚生常任委員長（方川英一君）〔登壇〕 報告いたします。 
 陳情審査結果報告書。 
 平成２８年６月７日第２回定例会において審査付託を受けた下記事件について審査の結

果、次のとおり決定したので会議規則第９４条の規定により報告いたします。 
 ６月７日の本会議において本委員会に付託されました陳情第１号西仙美里自治会内１２

号線道路の拡幅、道路基盤整備、歩道及び道路側溝付随工事付きにて舗装を求める陳情に

ついて、委員会審査結果の概要を御報告いたします。 
 陳情の趣旨は、町が管理している町道西仙美里１２号線道路について、繁忙期、相当の

交通量で、道路は常にそろばん状態になっている。また、住民の方々が散歩に利用する頻

度が高いことから、道路の拡幅、歩道及び舗装を求める陳情であります。 
 陳情者の住所及び氏名ですが、本別町西仙美里自治会会長、〇〇〇さん。 
 本委員会は、６月７日、６月２９日そして７月２２日の計３日間の委員会を開催し、審

議をしてまいりました。 
 また、現地調査は６月７日、６月２１日、６月２４日、７月７日の計４日間実施してお

り、その調査結果は、お手元に配布されております別紙１に記載されております。当委員

会としては、現地調査をもとに、陳情文書の内容から検証する項目を５項目にしぼり、検

証した結果が７番、陳情文書内容の検証結果として記載されているとおりであります。 
 ５番、審査結果は委員会として、不採択といたしました。 
 不採択とする委員の意見として、裏面になりますが、道路の状態については、検証結果

の①②③のとおり、車両及び通行人に支障があるような場所はありませんでした。未舗装

道路の補修等については、町建設水道課により道路の整地、また、必要に応じて砂利の敷

設作業など、通行に支障がないよう努めています。 
 車両及び通行人について、検証結果④⑤のとおり、車両及び通行人の確認はできません

でした。 
 以上の検証結果を経て採決の結果、産業厚生常任委員会は、少数意見の留保もなく、全

会一致でこの陳情を不採択とすべきものと決しました。 
 以上申し上げまして、陳情第１号に関する審査報告とさせていただきます。よろしく御

審議をお願いいたします。以上でございます。 
○議長（方川一郎君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
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これで質疑を終わります。 
これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
これで、討論を終わります。 
これから、陳情第１号西仙美里自治会内１２号線道路の拡幅、道路基盤整備、歩道及び

道路側溝付随工事付きにて舗装を求める陳情について採決します。 
この採決は起立によって行ないます。 
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。 
陳情第１号西仙美里自治会内１２号線道路の拡幅、道路基盤整備、歩道及び道路側溝付

随工事付きにて舗装を求める陳情を採択することに賛成の方は、起立願います。 
賛成、採択とする起立者０人、反対、不採択とする者１１人。よって、起立少数です。

お座りください。 
したがって、陳情第１号西仙美里自治会内１２号線道路の拡幅、道路基盤整備、歩道及

び道路側溝付随工事付きにて舗装を求める陳情は、全会一致で不採択とすることに決定さ

れました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 
○議長（方川一郎君） 日程第５ 常任委員の選任１を行います。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定によって、総務常任委員に、

阿保静夫君、林武君、黒山久男君、大住啓一君、篠原義彦君、藤田直美君。 
産業厚生常任委員に、高橋利勝君、方川英一君、小笠原良美君、山西二三夫、矢部隆之

君、私、方川一郎。以上のとおり指名したいと思います。 
御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、ただいま指名したとおり選任することに決定いたしました。 
 私から発言いたしますので、林副議長と交代をしたいと思います。 
 暫時休憩します。 

休憩宣告（午前１０時１１分） 
再開宣告（午前１０時１２分） 

○副議長（林 武君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 方川一郎君に発言を許します。 
○議長（方川一郎君） ただいま、産業厚生常任委員に選任されましたが、議長はその職

席上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など、

議長固有の権限を考慮いたすとき、一個の委員会に委員として所属することは適当ではな
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く、また、行政実例においても、議長については辞任を認めており、さらに、議会運営基

準１１７において辞任することができるとしているところであることから、産業厚生常任

委員の辞任を願い出るものであります。 
 よろしく御審議賜わりますようお願いいたします。 

───────────────────────────────────── 
◎日程追加の議決 

○副議長（林 武君） ただいま方川一郎君から、産業厚生常任委員を辞任したい旨の発

言がありました。 
 お諮りします。 
 この際、議長の常任委員辞任の件を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を

変更して直ちに議題としたいと思います。 
御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○副議長（林 武君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議長の常任委員辞任の件を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順

序を変更して直ちに議題とすることに決定いたしました。 
───────────────────────────────────── 

◎追加日程第１ 議長の常任委員辞任の件 
○副議長（林 武君） 追加日程第１ 議長の常任委員辞任の件を議題とします。 
 地方自治法第１１７条の規定によって、方川一郎君の退場を求めます。 

（議長退場） 
○副議長（林 武君） ただいま、方川一郎君から、議長の職務を行う都合上、常任委員

を辞任したいとの申し出があります。 
 お諮りします。 
 本件は、申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○副議長（林 武君） 異議なしと認めます。 
 したがって、方川一郎議長の常任委員の辞任を許可することに決定いたしました。 
 方川一郎君の復席を求めます。 

（議長復席） 
○副議長（林 武君） 方川一郎君の発言に関わる審議を終了いたしましたので、議長と

交代いたします。 
暫時休憩いたします。 

休憩宣告（午前１０時１４分） 
（休憩中に、総務、産業厚生常任委員会は、委員会条例第８条第２項の規定によって、正

副委員長の互選を行ってください。委員会条例第９条第１項の規定によって、議長におい
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て総務常任委員会、産業厚生常任委員会を招集します。場所については総務常任委員会は

正副議長室、産業厚生常任委員会は委員会室にそれぞれ御参集願います。これをもって通

知済みとします。） 
再開宣告（午前１０時４１分） 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 総務、産業厚生常任委員会の正副委員長の互選の結果を報告します。 
 総務常任委員会は、委員長に大住啓一君、副委員長に篠原義彦君を、次に産業厚生常任

委員会は、委員長に山西二三夫君、副委員長に矢部隆之君とそれぞれ決定いたしました。 
──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 常任委員の選任２ 
○議長（方川一郎君） 日程第６ 常任委員の選任２を行います。 
広報広聴常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定によって、次のと

おり、指名いたします。 
 広報広聴常任委員には、林武君、阿保静夫君、高橋利勝君、小笠原良美君、藤田直美君、

以上のとおり、指名したいと思います。 
 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、ただいま指名したとおり選任することに決定いたしました。 
 暫時休憩します。 

休憩宣告（午前１０時４３分） 
（休憩中に広報広聴常任委員会は、委員会条例第８条第２項の規定によって、正副委員長

の互選を行なってください。委員会条例第９条第１項の規定によって、議長において広

報広聴常任委員会を招集します。場所については、委員会室とします。直ちに御参集願

います。これをもって通知済みといたします。 
再開宣告（午前１０時５９分） 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 広報広聴常任委員会の正副委員長の互選の結果を報告します。 
 委員長に小笠原良美君、副委員長に藤田直美君と決定いたしました。 

───────────────────────────────────── 
◎日程第７ 議会運営委員の選任 

○議長（方川一郎君） 日程第７ 議会運営委員の選任を行います。 
 議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定によって、阿保静夫君、

高橋利勝君、小笠原良美君、山西二三夫君、大住啓一君を指名したいと思います。 
御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議会運営委員は、ただいま指名のとおり決定いたしました。 
 暫時休憩します。 

休憩宣告（午前１１時００分） 
（休憩中に委員会条例第８条第２項の規定によって、正副委員長の互選を行ってください。

委員会条例第９条第１項の規定によって、議長において議会運営委員会を招集します。直

ちに委員会室に御参集願います。これをもって通知済みといたします。） 
再開宣告（午前１１時１５分） 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 議会運営委員会の正副委員長互選の結果についてを報告します。 
 委員長に高橋利勝君、副委員長に阿保静夫君と決定いたしました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 諸般の報告 
○議長（方川一郎君） 日程第８ 諸般の報告を行います。 

 報告第９号公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定めることについて、

報告を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

建設水道課長（大槻康有君） 報告第９号、公用車両の交通事故に起因する和解及び損害

賠償額を定めることについて、御説明を申し上げます。 
 本事故は、除雪作業中における除雪車の事故であります。 
 平成２８年３月２日午後２時００分頃、公用車両、除雪ダンプ、帯広１００は９７３が、

中川郡本別町西美里別３７４番地先路上において、除雪作業中、除雪プラウの接触により

電柱を破損したものです。 
 このことにつきましては、事故後直ちに北海道電力株式会社により電柱の応急処置を行

い、電柱の補修工事を完了し、５月１７日に示談が成立しており、先の６月議会におきま

して報告第７号として専決処分報告をさせていただいたところであります。 
また、この破損した電柱は北海道電力が所有し、東日本電信電話株式会社も利用する共

架柱でございます。この度、共用する東日本電信電話株式会社共架部分の補修工事が完了

したことなどから損害額が確定し、７月１２日に示談が成立しましたので、民法第６９５

条の規定に基づき和解し、損害賠償額を定めたことから、地方自治法第１８０条第１項の

規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。 
 なお、報告につきましては、和解の相手方、和解の要旨のみ報告させていただきます。 
 １、和解の相手でありますが、住所は札幌市中央区大通西１４丁目７番地、氏名は東日

本電信電話株式会社、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏であります。 
２、和解の要旨につきましては、本件の事故にかかる損害賠償額を一金５万５１５円と

定め、本別町が東日本電信電話株式会社北海道事業部に対し、支払うものとする内容でご
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ざいます。 
 なお、この損害賠償額につきましては、全額町村有自動車損害共済金によりまかなわれ

ます。 
 今後このような事故を起こさないよう、交通安全には十分注意を払い、より一層の安全

運行に努めていきたいと思います。 
 以上、報告第９号の専決処分報告とさせていただきます。 
○議長（方川一郎君） これで報告済みとします。 
 報告第１０号専決処分報告、平成２８年度本別町一般会計補正予算（第５回）について

報告を求めます。 
 大和田総務課長。 
○総務課長（大和田収君） 報告第１０号専決処分報告、平成２８年度本別町一般会計補

正予算（第５回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、

同条第２項の規定により報告いたします。 

 今回の補正は、ただ今報告いたしました公用車両の交通事故に起因する損害賠償金であ

ります。 

 予算書の１ページをお開きください。  

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５万１,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ６８億１,８９０万１,０００円とする内容であります。 

 ３ページ、４ページをお願いいたします。 

 ２、歳出でありますが、８款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費２２節

補償補填及び賠償金５万１,０００円の補正は、除雪トラックの除雪事故に対して、東日本

電信電話株式会社北海道事業部様へ損害賠償金として支払うものであります。 

 上の段、１９款諸収入５項１目７節雑入５万１,０００円は、この費用の全額が町村有自

動車損害共済金で賄われるため計上いたしました。 

 以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。 

○議長（方川一郎君） これで報告済みとします。 
 報告第１１号専決処分報告、平成２８年度本別町一般会計補正予算（第６回）について

報告を求めます。 
 大和田総務課長。 
○総務課長（大和田収君） 報告第１１号専決処分報告、平成２８年度本別町一般会計補

正予算（第６回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分しました

ので、同条第２項の規定により報告いたします。 

 予算書の１ページをお開きください。  

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１６万６,０００円を追加し、歳入歳
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出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６８億１,９０６万７,０００円とする内容であります。 

 ３ページ、４ページをお願いいたします。 

 歳入でありますが、１６款１項１目寄付金１節総務費寄付金１６万６,０００円の増額補

正は、スポーツ振興基金として、本別町民ゴルフ大会実行委員会実行委員長、〇〇〇様か

ら６万５,０００円、次の公共施設等整備基金千円は、本町にお住まいの匿名の方から９９

１円、次の医療保健福祉施設等整備基金１０万円は、本別町勇足１３２番地２にお住まい

の〇〇〇〇様からの指定寄付金でございます。 

 次の歳出でありますが、寄付者の意向により、基金への積み立てにあてるものでござい

ます。 

 以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。 

○議長（方川一郎君） これで報告済みとします。 
 次に、監査委員から平成２８年５月分及び６月分に関する例月出納検査結果報告書の提

出がありました。 
 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。 
 これで、報告済みとします。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第５３号 
○議長（方川一郎君） 日程第９ 議案第５３号平成２８年度本別町一般会計補正予算（第

７回）についてを議題とします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 大和田総務課長。 
○総務課長（大和田収君） 議案第５３号平成２８年度本別町一般会計補正予算（第７回）

について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収納業務不適切処理に関する調査特別委員会設置に伴う経費、子育て支

援医療給付事業、強い農業づくり経営体育成支援事業の追加が主な内容であります。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１９万５,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億２,４２６万２,０００円とする内容であります。 

 それでは、歳出から事項別明細書により御説明いたします。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 ２、歳出ですが、１款１項１目議会費１５万６,０００円の補正は、収納業務不適切処理

に関する調査特別委員会設置によるもので、参考人招致に伴う費用弁償、議会広報紙ペー

ジ数及び会議録調整の増によるものであります。 

 一つ飛びまして、４款衛生費１項保健衛生費２目母子保健費２０節扶助費３１万８,００

０円の補正は、子育て支援医療給付事業として、未熟児養育医療給付の対象者が増になっ
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たことによるものです。 

 次の段、６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１９節負担金補助及び交付金中、

経営体育成支援事業４６６万９,０００円の補正は、事業採択によります、コンバイン１台、

カルチベータ１台、トラクター１台購入に対する補助、その下、ヘプタクロル等残留対策

事業１万８,０００円の補正は、かぼちゃの出荷前農薬残留分析事業に対して補助をするも

のであります。 

 ３ページ、４ページにお戻りください。 

 歳入ですが、上から２段目、１３款国庫支出金１項国庫負担金２目衛生費国庫負担金１

節保健衛生費負担金１５万８,０００円及び次の段、１４款道支出金１項道負担金３目衛生

費道負担金１節保健衛生費負担金７万９,０００円の補正は、歳出で御説明いたしました未

熟児養育医療給付に対する負担金であります。 

 次の段、２項道補助金４目農林水産業費道補助金１節農業費補助金４６８万７,０００円

の増額補正は、歳出で御説明いたしました経営体育成支援事業及びヘプタクロル等残留対

策事業に対する補助金であります。 

 以上、平成２８年度本別町一般会計補正予算（第７回）の提案説明にかえさせていただ

きます。よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
 質疑は、歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５３号平成２８年度本別町一般会計補正予算（第７回）について採決

をします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５３号平成２８年度本別町一般会計補正予算（第７回）については、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
◎日程第１０ 議案第５４号 

○議長（方川一郎君） 日程第１０ 議案第５４号町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事
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請負契約についてを議題とします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 大和田総務課長。 
○総務課長（大和田収君） 議案第５４号町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事請負契約

につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事請負契約の締結にあたりましては、予定価格が５

千万円以上の工事契約となりますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決

に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 契約の目的は、本別町橋梁長寿命化事業に伴う銀栄橋架換工事で、工事内容は、下部工、

逆Ｔ式橋台２基、上部工、コンクリート桁、長さ２２.６メートル、護岸工、大型連節ブロ

ック、面積８５５平方メートルを施工するものでございます。 

 契約の方法につきましては、指名競争入札による契約締結で、指名委員会は平成２８年

７月１日に開催し、指名業者は、株式会社本別建設工業、株式会社野田組、株式会社岡崎

組、鎌田・ジオックス経常建設共同企業体、井上・千田経常建設共同企業体、鹿島・小川

経常建設共同企業体、中前・楠茂経常建設共同企業体の７者を選考いたしました。 

 平成２８年７月６日に指名通知を行い、平成２８年７月２６日に入札を執行しておりま

す。 

 契約金額は、１億１,０４８万４,０００円で、入札回数は１回で落札をしております。 

 契約の相手方は、中川郡本別町北３丁目５番地９、株式会社野田組、代表取締役、〇〇

〇でございます。 

 仮契約は、平成２８年７月２６日に行っております。 

 工期は、着工が本契約の日から７日以内で、完成は平成２９年３月２１日でございます。 

 以上、議案第５４号町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事請負契約についての提案にか

えさせていただきます。よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５４号町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事請負契約についてを採決

します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５４号町道下美蘭別道路銀栄橋橋梁架換工事請負契約については、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
◎日程第１１ 議案第５５号 

○議長（方川一郎君） 日程第１１ 議案第５５号本別町公共下水道終末処理場機器更新

工事第１工区請負契約についてを議題とします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 大和田総務課長。 
○総務課長（大和田収君） 議案第５５号本別町公共下水道終末処理場機器更新工事第１

工区請負契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本別町公共下水道終末処理場機器更新工事第１工区請負契約締結にあたりましては、予

定価格が５千万円以上の工事契約となりますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び

議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的は、長寿命化計画に基づく本別町下水道終末処理場における機器の更新工事

で、工事内容は、老朽化した汚泥脱水機１台の更新を施工するものでございます。 

 契約の方法につきましては、指名競争入札による契約締結で、指名委員会は平成２８年

７月１日に開催し、指名業者は、株式会社水機テクノス札幌営業所、北海道富士電機株式

会社、日立造船株式会社北海道支社、水ｉｎｇ株式会社北海道支社、巴工業株式会社札幌

営業所、株式会社日星電機、水道機工株式会社札幌営業所の７者を選考いたしました。 

 平成２８年７月６日に指名通知を行い、平成２８年７月２６日に入札を執行しておりま

す。 

 契約金額は、９,２８８万円で、入札回数は１回で落札をしております。 

 契約の相手方は、札幌市中央区北３条西４丁目１番地１、日立造船株式会社北海道支社、

支社長、〇〇〇でございます。 

 仮契約は、平成２８年７月２６日に行っております。 

 工期は、着工が本契約の日から７日以内で、完成は平成２９年３月１７日でございます。 

 以上、議案第５５号本別町公共下水道終末処理場機器更新工事第１工区請負契約につい

ての提案にかえさせていただきます。 

 よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５５号本別町公共下水道終末処理場機器更新工事第１工区請負契約に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５５号本別町公共下水道終末処理場機器更新工事第１工区請負契約

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
◎日程第１２ 議案第５６号 

○議長（方川一郎君） 日程第１２ 議案第５６号北海道市町村総合事務組合規約の変更

についてを議題とします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 大和田総務課長。 
○総務課長（大和田収君） 議案第５６号北海道市町村総合事務組合規約の変更について

提案理由の説明を申し上げます。 
 北海道市町村総合事務組合の組織団体に、北空知学校給食組合が既に解散脱退している

ため、北海道市町村総合事務組合の規約の変更の必要が生じてまいりました。 
 これに伴い、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全市町村の議決が必要とな

ったため提案するものであります。 
 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 
 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 
 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７３号指令）の一部を

次のように変更する。 
 別表第１空知総合振興局（３４）の項中「（３４）」を「（３３）」に改め、「、北空知学校

給食組合」を削る。 
 別表第２の９の項中「、北空知学校給食組合」を削る。 
 附則。 
 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総

務大臣の許可の日から施行する。 
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 以上、議案第５６号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての提案説明とさせて

いただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 
○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５６号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５６号北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第５７号 
○議長（方川一郎君） 日程第１３ 議案第５７号北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田総務課長。 

○課長（大和田収君） 議案第５７号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

について提案理由の説明を申し上げます。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合の組織団体に、北空知学校給食組合が既に解散

脱退しているため、北海道町村議会議員公務災害補償等組合の規約の変更の必要が生じて

まいりました。 

 これに伴い、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全市町村の議決が必要とな

ったため提案するものであります。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令

許可）の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「北空知学校給食組合」を削る。 
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 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総

務大臣の許可の日から施行する。 

 以上、議案第５７号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての提案

説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５７号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 
○議長（方川一郎君） 日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題

とします。 
 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました所掌事

務調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 
 お諮りします。 
 本件、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

しました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 
○議長（方川一郎君） 日程第１５ 議員派遣の件を議題とします。 
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 お諮りします。 
 本件については、会議規則第１２９条の規定によって、お手元にお配りしました派遣内

容のとおり、議員を派遣したいと思います。 
 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議員派遣の件は、お手元にお配りしました派遣内容のとおり、議員を派遣

することに決定いたしました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 
○議長（方川一郎君） これで、本日の日程は全部終了しました。 
 会議を閉じます。 
 平成２８年第３回本別町議会臨時会を閉会します。 
 御苦労さまでした。 

閉会宣告（午前１１時４４分） 
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